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1 開会                          午後 1時 25分開始

■原町区地域振興課長

委員の皆様には、お忙 しいところご出席いただきま して誠にありがとうございます。

皆様お集ま りいただきましたので、ただいまより令和 5年度第 11回原町区地域協議

会を開会いたします。

まず初めに、本 日の会議の成立要件について事務局から報告いた します。会議の成

立要件は半数以上の出席ですが、事前に村上委員 。前田委員・半谷委員・ 田中委員・

波田野委員 。後藤委員からは欠席報告をいただいてお ります。委員 15名 の うち、現

在の出席委員は 9名 で半数を超えているため、本会議は成立 していることをご報告い

たします。

2 会長あいさつ

■原町区地域振興課長

はじめに、原町区地域協議会平間勝成会長からご挨拶を頂戴いたします。

◇会長

(会長あいさつ)

3 議事

■原町区地域振興課長
これから議事に入りますが、これ以降は、会長が議長になり会議の進行をお願いい

たします。

(1)会議録署名人の指名

◇議長

それでは、次第により議事を進めてまい ります。

はじめに、会議録署名人の指名ですが、会議録署名人については、名簿順により、

貝塚大暉委員 と小野幸枝委員の 2人にお願い します。

(2)書記の指名

◇議長

次に、書記の指名ですが、書記は原町区地域振興課北原主事を指名します。

(3)報告事項

◇議長

では次第の報告事項の①「南相馬市 (下太田地区)園芸施設整備基本計画 (素案)

に係るパブリックコメント手続の実施について」担当課から説明をお願いします。

■農政課

◇議長

ただ今の説明について、ご意見、ご質問はございますか。

◎奥村委員

この計画は、私が所属する組織が市と相談 しながら7年かか りようや く形になって
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きたものです。農政課の皆さん、市長を含めいろいろ話 し合いをし、このような計画

となったので、内容については私から質問することはありませんが、委員の皆さんか

ら意見をいただけたらと思います。

◎伏見委員

大変素晴らしい事業ですが、今までの状態を見ると下太田地区で稲作をやつてい

ますが、刈 り取りをしないような田んばも見受けられます。助成金ありきでいろいろ

やるのはいいし、最後の収穫までできるような形でこの制度をやるならいいのですが、

どれくらいの人数を見越しているのか。そういうことも一つの目安なのかなと思いま

す。ただ計画を立てるなら、素晴らしいと思いますが、どのくらいの雇用を生むので

しょうか。そういつたところをはっきりしないと経営は難しいのではないですか。転

作などで何かをすれば補助金がもらえるため、稲を植える、刈りもせず終わつてしま

うという人たちが結構います。よく調べて補助金を出すようにしてほしいです。やら

せっぱなしで、最終的にどうにもならない状況にはしてほしくないです。実行するの

であれば、どのくらいの人員を確録し収益がどれくらいか、出してください。

南相馬市では農業に関わる人は若くないです。 70代が大半です。あと少しでリ

タイヤする人が多いです。このような制度をつくるのはいいですが、どのくらい若い

人が集まってくるのでしょうか。本来なら営農に関することなどは、農協の仕事では

ないですか。そういうところを明確にせず、あつちでもこつちでもやつているようで

は、おかしいのではないですか。

■農政課

雇用予定は 8人です。太田地区だけでなく、農業者は高年齢で、後継者がいないと

い うのが全国的にも顕著になってお ります。まず、続けて働いてもらう、新規で雇用

していく形にするために、安定 した収入、稼げる農業を国としても掲げています。こ

ういつた中で、太田地区全体で、知識 と経験 を持つた指導者の育成に取 り組むよう

先々を見越 しての計画となつています。

ただ、先ほどの話のとお り、ほかの地区の補助金につきましては、現場を勘案 しな

がら進めていきたいと思いますが、南相馬市の計画 とい うよりは太 田地区の農業の発

展 とい うことで 8人の就労とともに全体に広がっていくとい う計画です。

◎志賀委員

園芸栽培は震災前はいろいろな方がやっていたと思います。近所でもやつていまし

たが、震災後住む方が減つたこともあ り、作る方がいなくなり、お花を購入 したいと

思つても、なかなか手に入 らない時期があ りました。このお話が 7年間の計画と聞い

て、大変素晴 らしい事業だと思いました。個人で始めても販路などどうしたらいいか

わからず、販売出来ずに辞めてしまつたとい う方もいらっしゃいます。きちんとした

組織の中で、大掛か りに出来るとい うことは非常にいいことだと思います。

お F耳弓きしますが、現在計画にある、 トルコギキョウ、カンパニュラ等 3・ 4種類の

花をやつてみて、今後 どうするかとい うこともあるのでしょうが、ゆくゆくは種類を

増や してい くとい う考えはあるのでしょうか。

■農政課

販路を見つけられないというのが一番のネックになると考えます。こちらの方につ

きましては、もともと販路を持つており、大きなメリットではないかと考えています。
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現在予定 しているのが、基本計画 (素案)の 9ページです。年間を通 して空きのな

いよう、就労者に暇な時期をつくらないようにと考えています。赤で示 されているの

が、収穫時期ですが、年間を通 し、このような計画を考えています。今の段階では花

の種類はこのような計画になつていますので、ご了解いただきたいと思います。

◎鈴木委員

今回の園芸団地は花がメインのようですが、キュウリが入つています。キュウリに

ついては小高に大規模な園芸団地がありますが、噂によると雇用の関係で、 100%
の稼働はできていないと聞いています。その状況でまたキュウリを作るのですね。ま

た、下太田工業団地に隣接 しているところに、 トマ トの団地がありますが、経営者が

代わつていると聞いています。施設園芸はかなり高度な技術をもつていないと、続か

ないと思います。経営技術を持つている人を確保できますか。 4億 も掛けた泉地区の

南相馬 ゾーラー・アグリパークは、震災後の目玉商品として水耕栽培で葉物野菜を作

っていましたが、あっとい う間にやめてしまいました。施設を造つたけれ ども、運営

できる経営者がいなくて、結局施設だけが残 りそのまま風化 していくとい う心配があ

ります。

また、雇用の創出といいますが、 6人 と8人とでは人件費が全然違います。草花の

単価が出ているのに対 し、人件費の単価がありません。雇用の確保ならそれに対 して

幾 らの経済効果を市にもたらすのか示 してくれないと。 この整備事業が、補助金をも

らうことが 目当てに聞こえてしまいます。

■農政課

小高の園芸施設ではキュウリの栽培をしてお り、施設は、市で工事をし、運営はふ

くしま未来農協です。令和 5年 6月 に引き渡 しをしたので、 100%の 運営にはまだ

なっていません。夏場がピークとな りますが、忙 しい時期は 20人から30人弱の雇

用を創出します。来年度以降はどんどん収穫を増や し100%に 近づけるよう運営 し

ている状態です。

市内の雇用につきましては、 8人 を予定 してお ります。全員が雇用できるか、不確

定のところはあ りますが、地域団体などに指導できる、技術や知識を持つた指導者に

なるよう育成 していきたいと考えていまサ。

泉の植物工場ですが、震災直後に整備 したものです。当時の経緯 としましては、土

壌が使えないだろうとい うことで、植物工場の中で水耕栽培を行 うとい う目的で整備

したものですので、一定程度の 目的は果たしたものと感 じてお ります。今は除染が行

われましたので、植物工場のような水耕栽培を用いなくても、農業を営んでいくこと

ができると考えています。ご指摘の当時の植物工場の収支計画がどうだつたかについ

ては、販路について、また品目の選定が非常に難 しかったと聞いています。運営者の

方が、軌道に乗せるのに時間がかか り撤退 したとい う経緯がありました。

今回の計画につきましては、技術力があり販路を持つている農業者 さんなので、泉

の植物工場のような結果にはならないと考えています。

◎木間副会長

農業は非常に難 しいです。露地栽培は天侯に左右 され、失敗するものが必ずありま

す。これはハウスですから、気候変動の影響はあま りないと思いますが、 4億円の補

助です。これは全部、国と県の補助金 と理解 してよろしいですか。わか りました。

運営主体の 8人 とは、社長 も入れての 8人ですか。
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■農政課

新 しく雇用する方が 8人です。

◎本間副会長

参加する農家の方々は何人くらいですか。

■農政課

もともとの事業の正社員が 10人いまして、そのほかに新規雇用として 8人を増員

するものです。

◎本間副会長

20人前後が常時働いているということで、先ほど鈴木委員からもお話がありまし

たが、売上げの計画はありますが、人件費、維持費、災害に備え保険に入ることも必

要です。これらの部分が見えないというのが私の率直な意見です。

キュウリにしても、市場の競争の中で県内農協はすでに全国一位の売り上げをして

いるわけですから、今更同じようなものを作つてもどうなのかと心配されます。

また、農業者の将来や地域の発展を考えて施設を造つた場合の耐用年数、そのため

の維持管理費など不安が大きいですが、奥村委員が中心となり7年・ 8年も検討して

進めているということで心配はないかと思いますが、後々建物だけが残ることがない

よう市として継続して支援していくような体制づくりをやつていただきたいという要

望です。

◎平間会長

資料 1-1の 3.整備概要で、「太田地区」と後半 3行に書いてあります。太田地

区ではさまざまな取り組みをしてきた経緯があるとか、地域主導の話し合い、地域一

体という文言はわかりますが、具体的に太田地区では震災後どのような取り組みをし

てきたのか一例を挙げていただければ、ありがたいです。

■農政課

今回整備するのは下太田地区ですが、ここでは大きくまとめて太田地区と記載 して

お ります。 といいますのは、数団体の法人が一緒になつて今後の太田地区の方向性を

コンサルタン ト会社に相談 し、工業団地や農業の今後について記載 したアグリパーク

構想 とい うものを自分たちで作 りました。 さらに今は教育委員会 と連携 してお ります

が、いち早く地元の小学校に農業体験等を実施 し地域の方に農業を知ってもらう活動、

農福連携の福社団体や外国人就労生等の方 と収穫祭を実施 し、太田地区の良さを知つ

てもらう取 り組みをしてきたとい う経緯があ ります。

今回の目玉の一つ として、市内に農業者団体が農林業センサスによります と、 45
団体あり、ほとんどが集落営農になつてお ります。 しか し、太田地区では集落営農の

域を超えて連携 し実施できる広域的集落営農ができると見込んでお ります。我々目指

すべき姿は地域単位の集落営農ですが、担い手の問題、特に後継者の問題が大きくな

ってきます。人材の融通や関係者人 口を深めることで集落営農を守つていきたいと考

え、太田地区を選定 しました。

◎平間会長

先進的地域 とい うことで太田地区を選定 したとのことですが、今後石神地区とか高
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平地区とか広げていくとい う考えはあるのですか。

■農政課

会長の考えのとお りです。地方農業では集落営農が多い現状で、後継者の問題のほ

か問題は山積みです。この取 り組みが、広がっていくとい うことで記載 しています。

それが市内全域に広がっていき、最終的に農業者が連携 し、後継者 もいて担い手の確

保もできるといつた仕組みが作れればと考えているところです。

◎本間副会長

施設整備を策定するのにあた り、例えば仙台とい う大消費地が近 くにありますが、

主な販売先が東京フラワーポー ト等あ りますが、仙台の市場は書いてありません。仙

台周辺の岩沼、名取などにハウス農家が多くあり、非常に参考になるような組織団体

があるのではないかと思います。参考にした施設などありますか。

■奥村委員

仙台圏は玉ねぎ等出荷 してお りますが、花は輸送が大変重要で, 」Aふ くしま未来

にすべてお願い しています。 3、 4年前までは大田花き市場が 日本で一番大きい市場

で大田市場の中に二つの花きの市場を持つています。また世田谷区に東京で二番 目の

市場、こちらは富裕層が住んでいますので単価的には高いです。こういったところを

JAが苦労 しながら、開拓 してきました。その前までは、川崎花き市場、東京フラフ

ーポー トと福島の市場を 」Aで持つていました。それが大田花き市場 とい う大きな市

場 と取引できるようになりました。札幌市場や大阪市場ならもつと高い値で取引され

ていますが、輸送のコス トの関係で トラックを回せないとい う事情があり、仙台は隣

ではありますが、そこに持つていくだけの数量と輸送のルー トがありません。今後南

相馬市に選果場ができるので、そこでも荷捌きができるようになると思います。

それについては、農政課、 JAと一緒にやつていきたいです し、 JAは今まで苦労 し

ながら販路開拓をしてきたので、本来なら大田花きや世田谷区の市場に直接持ってい

ければ利益は高くなるので しょうが、震災以降いろいろなお付き合いもあり、今の段

階で手を切るのはなかなか難 しいです。将来的には、直のルー トを作れれば単価 も相

当変わってくると思います。

また、先ほど志賀委員が言われたキュウリと花の種類ですが、キュウリは小高区に

施設ができましたが、本来集荷調整に相当時間と手間がかか ります。下太田地区では

オー トメーションの機械化にすることにより、単価に影響 しますが、人件費で考えた

場合コス トは下がるとい う判断をしました。

花の種類は、計画当初からスターチスとトルコギキョウを多めに生産 し裏作 として

土壌改良のため、カンパニュラやス トンクを作 ります。今はラナンキュラスが人気で

すが、人気の花も毎年変わってきます。その中で生産 していきますが、今の計画の途

中で変えることはできないこともありますので, 1年 2年 とやつていく中で当然花の

種類は変わつていかなければいけないとい う認識でいます。

また、それなりの方がいるかとい うことですが、組織の代表、副代表はいずれもキ

ュウリ農家として 30年以上専業農家 としてやってきましたし、花については私も震

災後から13年間ですが、ハ ウスをすべて花の栽培にしてお ります。そ ういつた経験

からも、十分やつていけると思っていますので、今回このような計画をしました。
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◇議長

その他、ご意見ご質問がなければ、以上で報告事項① 「南相馬市 (下太田地区)園
芸施設整備基本計画 (素案)に係るパブリックコメント手続の実施について」を終

わります。続いて、報告事項 2の 「南相馬市立病院経営強化プラン (素案)に係る

パブリックコメント手続の実施について担当課から説明をお願いします。

■総合病院事務部総務課

(説 明)

◇議長

ただ今の説明について、ご意見、ご質問はございますか。

◎平問会長

経営形態の見直 しについて、気にな ります。地方公営企業法の全部運用 とい う方

向性で検討 されているとい うことで、そのメリッ ト、デメリットがあると思います。

41ページに 4つのパターンが示 されていますが、市の担当者はどの方向性で話 し合

いをしているのですか。

■総合病院事務部総務課

経営形態の見直 しとして、総合病院は現状では一部適用ですが、まずは、全部適

用に移行することを目的として取 り組んでいるところです。その後、経営形態の在

り方についても、検討 していくとい うことです。

◎平問会長

今までの一部適用 と全部適用の大きな違いが何か、簡潔にわか りやす く説明してく

ださい。

■総合病院事務部総務課

非常にわか りづ らい ところがあります。まず、一部適用は、現在の状況のことで、

全部適用にな ります と、運営責任者 として事業管理者を置 くことにな ります。現在

は設置者である市長がいて、病院にも院長がいるとい うことで、責任の所在が曖味

になっているとい うことがあ ります。今後全部適用 とな ります と、事業管理者責任

のもと運営をしていくをい うことで、経営責任が明確になるとい うことがあ ります。

また、職員の給与体系や、予算決算、契約 も、病院で自由とい うわけではないで

すが、ある程度直接す ることができるようにな り、ある程度効果的な運営ができる

ようになつてくるとい うところです。

◎平間会長

ざっくば らんに言います と、事業管理者 とは、病院内の院長先生 とい う考えで

すか。

■総合病院事務部総務課

院長 とは別 に設置す ることにな ります。外部の方で、病院のこともわかる人材

でなければな りません し、経営のこともわかる人材でなければならない とい うこと

もあり、人選につきま しては、非常に難 しい ところもあ りますが、そ ういつた立ち
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位置の方が事業管理者 とい うことになります。

◎貝塚委員

私も経営形態の見直 しとい うところが気になったのですが、今ほどの説明の中で、

基本的には全部適用 させようとして、段階的に必要に応 じて地方行政独立法人への移

行 とい うような考えを持っているのでしょうか。今時点での一部適用から全部適用に

見直すにあた り、具体的にどのような不具合が生 じていて全部適用に移すことに至っ

たのか経緯を簡単に説明してほしいです。

■総合病院事務部総務課

基本的な考えは、先ほど説明したとお りです。まず、全国的な流れで、病院事業

も含めて地方公営企業は企業会計を持つた事業 として自立を求めていく方向性が強

いと思います。恐 らく全国的にも規模に比例するとい うことで、病院の規模や機能

が大きくなればなるほど、独立 していくような方向に国も求めていると理解 してい

ます。

メリッ ト、デメ リッ トはいろいろありますが、まず効率化 させてい くとい う意味

では、より現場に近い ところに責任者を置き、その責任者の元で しつか り取 り組ん

でいく必要があると提えています。ただ、今までと同じで、議会のチェックを受け

ることに変わ りはあ りませんが、今までやってきたことについて、より効果的に実

施 していくことが一番のポイン トだと思つています。

この地域で、例えば市立病院が経営状態の見直 しをできるのかということ もあ り、

独立行政法人とは違 うところもありますが、指定管理など引き受け手がいるのかどう

かとい う問題もあります。比較的大都市近郊なら、そ ういったところで事業展開して

いる民間の病院などもあるので、引き受けてくれることも考えられますが、この地域

ではどちらかとい うと、公立病院が中核を担ってお り、民間病院と一緒に取 り組んで

いる状況なので、民間にお願いするのも難 しいのかと思っています。今後の方向性は

慎重に進めていかない といけません。健全経営をしないといけないので独立 したらす
べて収まる、物事がすべて うまくいくとい うことではないと捉えていますので、今後

検討 していくとい う方向です。

◎鈴木委員

医師、看護師の勤務の話がでていますが、福祉医療関係の従事者が少ないと思い

ます。今病院の予約をしても、 2時間待ちで診療が 2分 くらいで終わって しまいます。

効率化で黒字化はいいですが、やは リー番大切な、主人公は患者だと思います。です

か ら、患者のためになるようなものでないと、多少赤字になるのもしょうがないと思

います。市立です し、市民の税金が入つているわけですか ら。効率化をあま り目指 し

すぎるとかえって患者の首を絞めると思います。

また、全部適用との話がありましたが、市長 と病院長、病院部長がいて、そ うい う

体制で何か問題があるのですか。現市長は病院の部長 も経験 していますから、病院経

営に明るいと思いますが、ほとんどの方は医院長や病院部長に任せっきりだと思いま

す し、それで何 ら支障がないと私は思います。国の全部適用にこだわ り過ぎるのでは

ないかと感 じます。

■総合病院事務部総務課

待ち時間の問題、診療時間の問題があることは感 じています。それが結果的には
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患者 さんの満足度を上げられないのだ と思います。そ うい う意味で、いかに診療に

対 して満足いただけるかとい う問題 になっていると思いますが、経営の問題 もある

ので、どうしても効率化は図らない といけないとの考えもあ りますが、そこは行き

過ぎた形にな らないよう、今後も考えていきたいと思います。決 して医療職 も効率

化のために犠牲にす るとは思つてお りませんが、少なからず生産性を上げるとい う

ことは考えない といけないので、生産性のある方策を考えていきます。

また、現場の責任者がいるいない、十分か不十分かについてですが、病院の管理

をしているのが病院長で、経営の責任 を取るのが市長ですので、やは りより現場に

近いところに責任者 を置いて、責任者の元で責任の所在を明確にし、職員の意識を

しっか り変えていきなが ら、経営改善に取 り組んでいく必要があるので、経営形態

の見直 しについては、理解をしているつ もりです し、そ うい う意味では、さらに良

くするよう検討 していきたいと思います。

◎本間副会長

私事ですが、暮れの 25日 に横断歩道を歩行中に右折車に飛ばされてしまいま した。

相馬地方には受け入れ態勢がなく、救急車で福島医大に連れていかれました。過去に

おいては、救急医療の受け入れについて私は渾身を込めて行政の立場で、救急、消防

の対応をしてきま した。原町は渡辺病院が非常に受け入れ態勢がよかつたです。 どん

な時間、祝 日でも受け入れ してきました し、小野田病院、大町病院も対応 してくれま

した。それが、渡辺病院は新地に行って しまい、小野田病院の受け入れ態勢も果たし

てどうかと思つた とき、市立病院の果たす役割は大変重 くなってくると思います。緊

急事態は、いつ発生するか分か りませんから、なぜそれを考えられないのですか。福

島医大は私が運ばれていつた時、数人の医師が来てくれて、全身を診てくれました。

幸い骨折もせず 2日 で帰ってきましたが、そこまでできなくても、なぜ、最低のこと

もできないのですか。暮れの 25日 とい うクリスマスで、医師も看護師もお休み させ

ないといけない、そ ういつた労務管理 もあると思いますが、事故はいつ起きるのかわ

からないですか ら、体制をとることがなぜできないのですか。その辺を伺いたいと思

います。

■総合病院事務部総務課

救急対応ができず 申し訳ありません。先ほど話がありま したが、病院理念も作成

し、地域で診れる患者 さんはしっか り見ていきましょうと取 り組んでいるところで

す。詳細を把握できていないので当時 どうだつたかお話 しできない ところですが、

まずは断 らないようにしましょうとい うことで取 り組んでいますが、資料 2-3の
22ページですが、救急医療にはいろいろ問題があると思つてお り、今後 どうなっ

ていくか非常に大きな分かれ 目なのか と思っています。病院群輪番制 とい うことで、

救急の受け入れについて、交代でそれぞれの病院が機能分担 しなが らやってきたの

ですが、構成す る医療機関の数が段々減つて しまい、今は市立病院のほか、大町病

院、公立相馬総合病院、相馬中央病院で、南相馬市内では市立病院 と大町病院 しか

封応できない とい うことです。ただ、一方で救急姑応 している範囲が広 く、一次的

救急的なものか ら交通事故、救急搬送対応までいろいろあ ります。限られた医療資

源の中でよく対応 していると感 じています。その中で、 しつか り取 り組んでい くた

めには、スタンフもそろえないといけない し、役割 も一次救急についてはほかの医

療機関の方でより受けていただき、二次救急 とい うことで重症化 している方につい

て総合病院で対応できるような体制に持っていくとか、そ ういつたことを考えない

9



といけないと思つています。南相馬市が音頭を取つて、 36ページの下の部分に書

いてありますが、救急医療の在 り方など市内 5つ の病院で今話 し合いを持つていま

す。環境をうまく整えられるか検討を行つてお り、任せ られた役割については しっ

か り果たしていきたいと考えています。

◎本間副会長

相馬地方 として渡辺病院もありますが、 12万人近 くの人 口があるわけですが、

救急搬送で福島に行 くなどとい うことがあつてはな りません。絶姑そ うい うことの

ないような体制つ くりが喫緊の課題ではないですか。強 く申し上げたいと思います。

■総合病院事務部総務課

意見として受け止めさせていただきます。

◎志賀委員

南相馬市立病院改革プランの取組みの中で最近までいなかった小児科の常勤医師の

確保 と消化器内科の入院再開とありますが、小児科の常勤医師がいてどの程度の入院

患者がいらっしゃるのですか。

■総合病院事務部総務課

手元資料に入院の受け入れ実績がなくお話ができませんが、どういつた患者 さん

を受け入れているかとい うと、小児の感染症患者 さんで入院の必要な方は基本受け

入れています。これまで市立病院に常勤の小児科の医師が一人体制でしたが、複数

の医師の体制になったので、今は入院の受け入れもできている状況です。

◎志賀委員

その感染症ですが、お子 さんがインフルエンザにかか り2。 3日 入院 しないとい

けない場合、以前は公立相馬病院まで行き、親御 さんやお じいさんおばあさんが付

き添いで行った り来た りしていたとい うことが結構見受けられました。今受け入れ

てくれるのであれば非常にありがたいです。

また、回復期のリハ ビジの場合、今でも入院患者 さんを家に帰すため一生懸命や

ってらっしゃると思 うのですが、何か複雑な意味があって リハ ビジができていない

とい うことなのですか。緩和ケアについても、これからできるのかどうかお伺い し

たいと思います。

■総合病院事務部総務課

病床 の件ですが、市立病 院は許可病床 300床 です が、実際に稼働 してい

る病床が 230床 です。 230床 から300床 が稼働するときに回復期 リハ ビリ病

棟を始める予定です。

今 どうなのかとい う話ですが、そのプランを立てた以降に、新型 コロナ ウイルス

感染症の姑応があり、通常診療も難 しい状況でした。入院を必要 とする患者 さんで

重症化 した方は他の医療機関に移っていただくこともあ りましたが、ほぼすべて市

立病院で引き受けてきましたので、優先的姑応のためどうしても一部の病床を止め

ながらや らざるを得ませんで した。

また、老朽化対策 とセ ットで考えていたところもありましたが、なかなかできま

せんで した。
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今後 どうなるかですが、令和 7年度に病床については地域医療構想の見直 しとぶ

つかって しまい、その時に南相馬市立総合病院の必要とされる機能をしっか り再度

確認 をし、回復期 リハビリはこの地域に足 りないとい うことですので、必要だと思

つています。具体的にどのような方向性になるかも検討 しなが ら紺応 していきたい

と思いますが、少 し遅れているのが現状です。

◎奥村委員

今回の改革の中で、以前民間医療機関とのネ ットワーク化 とい う話があつたと思

いますが、今回それを見る限 り、その文言はありません。それは、 しつか りしたネ

ットワークになつているからですか。

もう一点ですが小高病院ですが、市長の公約で 19床 とありますが、いろいろ問

題が大きく、進まないと思つています。その経営状況の中で、一定程度残 してもや

はり赤字に繋がつていきます。

この改革プラン策定の中で市長の公約 も含めて、病床の必要性、先ほど総合病院

で 300床 になった経緯に小高のことも当然あり、早く300床 を稼働 させること

を市民は望んでいると思います。

また、救急医療体制の中で、小高区から市立病院まで救急草で移動する場合、小

高区に消防分署があります。小高病院は病床再開しても、救急医療は見れないと思

うので、小高区民、市民の意見を聞くことも大切なので、アンケー ト等含めてどう

すればいいか再度、市民の皆 さんの考えを聞くべきだと思います。

■総合病院事務部総務課

一点 目のネ ッ トワーク化の話ですが、改革プランの中で出た話で したが、今回

公 立病 院 の役割 が国で見直 され た経緯 が あ り、 これ まで民 間 に任せ る とい

うことで、公立病院は機能をどん どん弱めていくとい う理解で した。それがコロナ

の対応で、民間に任せていて対応が遅れて しまったとい うことと、公立病院の中で

も対応のできた病院とできなかった病院と差がでているとい うことがありました。

公立病院の役割は重要で、主体的に取 り組むためにも経営強化が必要 との捉え方に

変わってきたのだと理解 しています。その中で、他の医療機関との関係ですが、医

療圏の中で、南相馬市立病院がどうい う役割を果たすべきか、また、医療機関同士

どうい う役割を果たすべきか考えを整理するよう求められてお り、 34ページから

「役割・機能の最適化 と連携の強化」で整理 し、病床についてはどうしても令和 7

年度に見直 し時期があり、その時に改めて地域の中で議論が必要 と捉えています。

それまでは、与えられている病床をきちんと運営 してい くことが役割 と考えていま

す。県の医療計画でも市立病院の役割が決まってお り、 しつか り果た していかない

といけない とい うこともあります。

また、 35ページの周産期医療ですが、これまでは市立病院に特に役割はありま

せんで したが、今回周産期医療に姑応できる医師、スタンフの確保がある程度見通

しが立ちま したので、周産期医療についてもしつか り取 り組んでい く役害Jが認めら

れていることが前回と変わってきたところです。

一方でほかの医療機関との関係はどうなのかとい うことですが、やはり病院であ

る以上は紹介や逆紹介 とい うことで、地域連携 とい うものをしつか り果たすため、

むしろこちらの方が課題だと思 うので、プランの中で整理をしています。
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■総合病院附属小高診療所事務課

小高診療所ですが、これまでの経過をお話 します と、奥村委員がおっしゃったよ

うに、市長の公約で病床再編計画を策定 し、当面はサテライ ト診療、その後課題を

解決 し、有床の診療所 との計画です。旧小高病院を解体 し今の場所に令和 3年 12
月に、小高診療所を開設 しました。今大きな課題が医師の確保です。次に経営の安

定化、そ して将来的な中長期的介護サー ビスも見越 したものとい うことです。医師

の確保については、やっと 1人が 4月 から採用の見込みで、常勤医が 2人、 うち、

正職員 として 1人、もう 1人は県の災害医療派遣講座からの派遣です。そのほか非

常勤医師が 3人きていますが、 うち 1人が体調を壊 してお りますので、 2人になる

可能性 もあります。

経営形態につきましては、再編計画でも話 し合われたところですが、診療所 とし

て開設 しても経営的に赤字、有床診療になっても赤字 といわれています。実際に診

療所を新 しく開設 し2年経ちますが、患者数が少ないこともあり、経営は厳 しいで

す。有床診療所 となつた場合のシミュレーションも病床再編計画時に立ててお りま

すが、赤字です。具体的にどのような診療所 とするのか検討 中です。現在病床をす
べて手放 してお り、一般病床を確保するのは非常に困難です。できるとすれば地域

包括ケアに係 る病床だけです。そのためには、医師確保、経営の安定化、中長期的

介護サー ビスなどを見込んで計画を立てようとしていますが、なかなか医師確保が

進みません。 さらに医師の確保ができた後には、医療スタンフの確保 と課題が山積

で、思つたように進んでいないのが現状です。

救急医療体制につきましても、小高は消防分署が近 くにあ り、総合病院の附属の

診療所ですので、ほかの小高区内の診療所に比べ大きな強みです。その強みを生か

し、救急患者を総合病院に搬送 し、在宅をメインに進めなが ら、在宅 と病院と施設

の間の患者 さんを診 られるような診療所を検討 してお りますが、実際人材確保が大

きな課題でなかなか進みません。

小高の皆さんからも、病院がないと不安とい う声は聞こえます。再編計画を立て

るときにアンケー トをとってお り、あつた方がいい、ないよりはあったほうがいい

などの回答に基づいて進めていますが、委員がおっしゃったように、今後またアン

ケー トを取 り、市民が何を求めているのか、確認をしたいと思います。

◎奥村委員

どこに書いてあるかわか りませんが、小高が有床診療所になった場合、看取 り的

なことが書いてあったと思います。最後の場所にするための病院とい うイメージを

持ったのですが、間違いでしたら訂正をお願いします。

■総合病院附属小高診療所事務課

今は在宅診療を行つています。その中で、定期的訪問をしてお ります。看取 りに

ついてですが、介護事業所 と連携 しながら、緊急連絡があった時は、医師や看護師、

医師の指示のもと介護事業所が患者宅を訪れ看取 りをしてお ります。

入院機能につきましては、先ほどお話 ししましたが、 目指す地域包括ケアに係 る

病床ができれば、看取 りも含めて実施 していきたいと思います。

◎本間副会長

公立病 院の果たす役割 は本 当に難 しい ものが あ る とわかつています が、一
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♂

般民間病院の診療科目のないものを、公立として確保 してほしいです。もう一つは、

乱診、乱療を防ぐことです。公立でないと防げません。乱療は民間病院では、結構

あります。そういうことを防ぐ役割は大きいと思いますので、しっかり受け止めて

やつていただきたいと、要望いたします。

◇議長

その他、ご意見ご質問がなければ、以上で報告事項を終ります。

次に、「次第4 その他」に移ります。

4 その他

意見交換

その他

◇議長

その他なければ、以上で本日の地域協議会の日程は全て終了いたします。

5 閉会                          午後 3時 10分終了

■原町区地域振興課長

以上をもちまして、第 11回原町区地域協議会を開会といたします。ありがとうご

ざいました。
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以上のとおり相違ありません。

会長

会議録署名人

会議録署名人

ヽ

潟 ヲヽ争
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